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「（仮称）阿武隈南部風力発電事業環境影響評価準備書」に対する環境大臣

意見

本事業は、 エコ ・パワ ー株式会社が、福島県いわき市並び に双葉郡広野町及び

楢葉町において、 総出力最大146,200kWの風力発電所を設置するものである。

本事業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するものであり、 また、福島

県を始めとした「福島県阿武隈風力発電環境アセスメント コンソ ー シアム」が、

当該地域の復興にも資することを目的として配慮書手続を実施した「（仮称）福

島阿武隈風力発電構想」の一部を公募により承継したものであることから、地球

温暖化対策及び福島県の復興の推進の観点からは望ましいものである。

本事業では、 周辺で計画されている他事業との累積的な影響を考慮した環境

影響評価を実施している。
一方、 対象事業実施区域周辺には夏井川渓谷県立自然公園のニツ箭山が存在

しているため、 本事業の実施による景観への重大な影響が懸念される。

また、 対象事業実施区域周辺では、希少猛禽類であるクマタカの生息が確認さ

れており、 影響が懸念されるが、 一部の調査が不十分であると考えられる。

このため、本事業の実施に当たっては、以下の措置を適切に講ずるとともに、

その旨を評価書に記載すること。

1. 総論

事業実施に当たっては、 以下の取組を行うこと。

(1)追加の調査等について

本事業の対象事業実施区域及びその周辺は複数のクマタカのペアの生息が

確認されていることから、本事業の実施に伴い風力発電設備への衝突や移動経

路の阻害による鳥類への影響が懸念されるが、適切な調査が行われたとは判断

できないことから、 2. 各論(2)のとおり鳥類の調査等を行うこと。

(2)事後調査について

ア． 事後調査を適切に実施すること。 また、 その結果を踏まえ、 必要に応じ

て、 追加的な環境保全措置を講ずること。

イ． 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、 これまでの調査結

果及び専門家等の助言を踏まえて、措置の内容が十分なものとなるよう客

観的かつ科学的に検討すること。 また、 検討の過程及びその対応方針等を

公開し、 透明性を確保すること。

ウ． 事後調査により本事業による環境影響を分析し、 判明した環境の状況に

応じて講ずる環境保全措置の内容、効果及び 不確実性の程度について報告

書として取りまとめ、 公表すること。








